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ご  挨  拶 

 ミレニアム新時代と言って騒いだ
2000 年からもう 10 年が経過して、ま
た新年を迎えることになりました。皆
様お変わりありませんでしょうか？ 
昨年の世相を表す漢字は、民主党の新
政権やイチローの新記録が印象に残っ
たことから、「新」が選ばれました。リ
ーマンショックによる余波で経済状況
の落ち込みが激しく景気の２番底も予
想されるような中で、「新」という字は、
シンという語感もいいし、好きな方も
多いのではないでしょうか。私もシン
（心）機一転、困難を切り開いていか
なければ、と決意を「新」たにしてい
るところです。皆様の益々のご発展と
ご健康をお祈りいたします。 
 なお、３月中旬
に岩波現代文庫
から「推定有罪」
（笹倉明著）が販
売されることに
なりました。私の
関与した事件で
すので、興味のあ
る方は是非お読
み下さい。（野村） 
 
 
 

 

 現在、憲法の歴史を調べているのだ
が、「ポツダム宣言」の意義について改
めて思うことがあった。 
 この宣言は､ポツダム会談での合意
に基づいて､連合国が 1945（昭和 20）
年7月26日に大日本帝国に対して発し
た､第二次世界大戦の終結に関する勧
告である｡日本政府は、7 月 27 日、国

内向けにポツダム宣言の内容を発表し、
翌 28 日には首相が黙殺を表明した。 
 その後、8月 6 日に広島市に原子爆弾
が投下された。同日夜、アメリカ合衆
国のトルーマン大統領は、「ポツダムで
7 月 26 日に最後通告が出されたのは、
日本国民を完全な破壊から救うためで
あった。（中略）もし彼らがアメリカの
出している条件を受け入れないならば、
これまで地球上に一度も実現したこと
のないような破壊の雨が降りかかるも
のと思わねばならない。」と声明を発表
した。日本政府はそれでもポツダム宣
言の受諾をしなかった。8月 9日、今度
は長崎市に原子爆弾が投下された。 
 8 月 14 日、日本政府は正式にポツダ
ム宣言の受諾を連合国に通告。当夜、
昭和天皇は大東亜戦争終結ノ詔書を朗
読して録音。翌 15
日、録音盤を再生し
て、昭和天皇が国民
に向けて終戦を発
表する(玉音放送)。9
月 2 日､日本政府は
降伏文書に調印した｡この降伏文書中
でポツダム宣言の実施・履行を約束し
たのである。 
 ポツダム宣言の第 10 項には、「日本
国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主
主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ
障礙ヲ除去スベシ 言論、宗教及思想
ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セ
ラルベシ」という条項がある。これを
裏から見れば当時の日本の状況が容易
に見て取れる。これを受諾したことが、

以後日本国憲法
の制定の流れ、
及びその他の法
律の流れを決定
づけたものとい
うことができる。 

 ところが、ポツダム宣言を受諾した
後は、国体の護持（天皇制の維持）に
関心が集まり、民主主義の復活と言
論・宗教・思想の自由、並びに基本的
人権の確立のためにとるべき手段につ
いては直ちに具体的な対策がとられな
かった。むしろ旧態依然とした反動的
思考と体制は維持されたままであった。
いわゆる横浜事件の悲劇も、このよう
な状況下に生み出されたものである。 
 明治政府から連綿と続いていた支配
体制を維持・強化するために、思想・
表現・集会・結社などを権力的に抑圧
することを目的とした治安立法が数多
く存在したが、これら治安維持法等の
廃止は、GHQ から命じられて 10 月中
旬にようやく実現されることになる。 
              （野村） 
 

 

 昨年 10 月はじめに IBA の大会に参
加し、一週間程スペインの首都マドリ
ッドに滞在した。IBA ではコンファレ
ンスという名の研修プログラムに参加
したが、夜に催される各種
パーティーに参加するの
も大変興味深いものであ
った（それが主要目的では
ないかとの疑いを持たれ
ることもあるが､否定はしない）。その
うちの一つで、マドリッド郊外にある
日本国大使公邸で行われたパーティー
にも参加した。公邸の玄関を入ると、
脇のテーブルに鳩山首相の国連でのス
ピーチ（例の友愛論である）の原稿が
置いてあった（英文と日本文）。大使に
よる長い挨拶の中でも鳩山首相のこと
が紹介され、外国において改めて政権
交代を実感した次第である。 （野村） 
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 NHK のテレビドラマ「坂の上の雲」を見
ながら様々な思いに駆られている。 
 番組の冒頭に題名の由来が流れる。「この
ながい物語は、その日本史上類のない幸福な
楽天家たちの物語である。 （中略）楽天家
たちは、そのような時代人としての体質で、
前をのみ見つめながらあるく。 のぼってゆ
く坂の上の青い天にもし一朶の白い雲が輝
いているとすれば、 それのみをみつめて坂
をのぼってゆくであろう。」 
 ちなみに「一朶（いちだ）」とは、「ひと群
れ」とか「ひとかたまり」の意味らしい。坂
の上に雲
が見える
とはどのような景色であろうか。作者の司馬
遼太郎は「もし」と書いているだけなので、
実際の風景を描写しているわけではない。こ
の晴天に浮かぶのは夏の雲ではなかろうか。
まばゆいくらいに白く、力強く輝く雲を身じ
ろぎもせずに見つめながら、黙って急勾配の
坂を上っていく。坂の下から見上げると、坂
の頂点のその先はもう雲に突き当たりそう
である。そんな情景を思い浮かべてみた。そ
して楽天家になった自分がその坂を上りき
ったときに、どのような光景が目に飛び込ん
でくるのであろうか。そんな想像をかき立て
てくれる。 
 秋山好古・真之の子供時代で感心するのは、
その貪欲なまでの向上心と成功への執念で
ある。好古は、給料のもらえる師範学校へ行
くため故郷を旅立つ。そして後に陸軍士官学
校、陸軍大学校へと進み、真之を東京に呼び
よせる。本木雅弘が演じる真之が、松山の海
岸から出る船に乗っ
て旅立つシーンで思
わずもらい泣きして
しまった。ど田舎か
ら東京に出てきた人
間にしか分からない
不安と高揚と、そして郷愁とが一気に襲いか
かってきた。妻子は「大げさな演技」と評し
ていたが、私はそんなことはおかまいなしに
心の中で真之と一緒になって大きく手を振
っていた。    （野村） 
 
 
 近年、法律の改正が多くなりました。私が
弁護士となってからの経験の中で、最も印象
に残っているのは、平成１７年に商法の大部
分が改正され（平成１８年施行）、会社関係
の条項が会社法として新たにスタートした

ことです。これについては、有限会社が新た
に設立できなくなる、資
本金が１円でも株式会社
を設立できる等、本当に
大きな改正でした。 

 この会社法大改正も社会的に浸透し、一段
落したということなのかわかりませんが、現
在、民法の改正作業が進んでいます。民法と
会社法は、一般法と特別法の関係にあり、会
社は民法の規律に服するとともに会社法の
規律に服し、民法と会社法の規定が相違する
ときには会社法の規定が優先されるという
関係にあります。そのため、民法の改正内容
は、会社にも大きく影響してくるのです。 
民法改正作業の中では、消滅時効１つをと

ってみても、取引の性質・形態により例外的
に定められていた１年～５年の短期消滅時
効を廃止すること、当事者の合意による債権
時効期間の設定を可能とすること等、色々な
ことが検討されています。民法改正案が固ま
るには、まだ時間がかかると思いますが、改
正法施行後の影響が大きいので、今後もその
動向に注目したいと思っております。 
 末筆になりましたが、皆様のご健康とご多
幸をお祈り申し上げます。 
（弁護士 飯野泰子） 
 
 
 昨年は、先物取引被害や交通事故など、主
に一般民事事件に多く携わらせていただき
ました。ひとつの事件の始まりから終わりま
でを通して経験する機会も次第に増え、大変
有意義な一年となりました。 
 刑事では、昨年１１月から裁判員対象事件
の弁護を担当しております。従来の刑事弁護
のやり方・考え方とはどこが変わるのか大変
興味深いです。 
 事務所外では、外国人の権利に関する委員
会に所属しているご縁から「外国人の法律相
談」（学陽書房）という書籍の執筆に参加し
ました。執筆会議では、同委員会の先輩方か
ら色々な経験談等を伺うことができ、大変貴
重な経験となりました。本年６月ころ刊行予
定ですので、書店等で見かけましたら是非お
手にとってご覧ください。 
 本年も日々研鑽に励みながら、様々な分野
の業務に主体的・積極的に取り組んでいこう
と思います。 

 最後になります
が、本年も皆様方の
ご多幸を心よりお
祈りいたします。 
（弁護士 堤世浩） 
 

 
 
 昨年４月、メキシコに端を発し、世界中を
混乱に巻き込んだ新型インフルエンザ。 
 我が国でも、大流行の兆しとのことで、マ
スクや消毒用アルコールが品切れになる、ワ
クチンが足りないなど、ちょっとしたパニッ
クになったことは記憶に新しいと思います。 
 先日、社会保険労務士会主催の必須研修会
に参加しましたが、企業における新型インフ
ルエンザ対策として、産業医の先生の講演を
拝聴しました。企業においては、まずは社員
に対して、持ち込ませないことを周知させる
ことが重要であり、仮に持ち込んでしまった
場合は、最小限に留まらせるための対処が必
要だとのことを話されていました。 
 当事務所のように、少人数で動かしている
事業所は、一人の抱える案件が多岐にわたる
ため、その人の代わりをすることは、日頃か
らの情報の共有が大切なのだと感じました。 

 ちなみに、マスクは罹患して
いる人が他人への感染を防ぐ
ためには有効だとのことです

が、健康な人の予防の効果は高くないとのこ
と、やはり、外出先から帰ってきた後の手洗
いが一番の予防とのことでした。 
 これから新型インフルエンザが再度猛威
を振るう季節となりますので、皆様十分お気
を付けいただきお過ごしくださいますよう、
ご祈念いたします。（小坂） 
 
 昨年の夏、沖縄宮古島へ行き、３年ぶりに
八重干瀬（珊瑚礁群）のツアーに参加しまし
た。前回参加したときは、色とりどりの珊瑚
や熱帯魚であふれかえっていて、竜宮城のよ
うだったのですが、珊瑚の白化がだいぶ進み、
色も茶色にくすんだものが多くなっていた
ことがショックでした。やはり、温暖化や環
境悪化などの影響が大きいようです。最近で
はＣＯＰ１５も話題となり、世界中で地球温
暖化対策へ取り組んでいこうという気持ち
が高まりつつありますが、
私自身も、珊瑚礁のきれい
な海をいつまでも楽しん
でいけるよう、できるとこ
ろから少しずつ努力して
いかなければならないと
強く感じました。（藤井） 
 
 
 
 昨年は、冬の訪れが遅く、やはり地球温暖
化の影響かと感じさせられました。 
 新年は、1月 7日より執務いたします。 


